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様式第2号(第5条関係) 
 

審 議 会 等 会 議 録 
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

 久喜市男女共同参画審議会委嘱式 
 ・市長から委嘱書を交付 
 ・委員の自己紹介と事務局職員の紹介 
 第３回久喜市男女共同参画審議会 
  １．開会 

事務局  それでは、ただ今から平成２８年度第３回久喜市男女共同参画審議会を

始めたいと存じます。 

なお、「久喜市男女共同参画を推進する条例」第２１条第２項の規定に 

より、審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができな

い旨の規定がございます。本日は、１０名中８名の委員さんにご出席いた

だいておりますので、本会議が成立していることをご報告させていただき

ます。 

それでは、さっそく会議に入らせていただきたいと思いますが、本日は、  

改選後、初めての会議でございますので、皆様に４点ほど、ご了承いただ

きたいことがございます。 

まず、１点目でございますが、本市では、「審議会等の会議の公開に   

関する条例」第３条の規定により、会議は原則公開としておりますので、

本審議会の会議も公開としたいと存じます。 

次に２点目でございますが、会議開催については事前公表を行うことが

規定されておりますので、市の掲示板やホームページ上に会議開催につい

ての掲載をしております。本審議会開催につきましても、事前に公表して

おります。 

３点目でございます。会議の傍聴を希望される方がいる場合は、会議の

傍聴を受け入れるものでございます。 

最後４点目でございます。本日の会議につきましては、記録のため録音、  

写真の撮影につきまして、皆様のご了承をお願いいたします。 

以上４点でございます。 
事務局  それでは続きまして、田中市長よりごあいさつを申し上げます。 

よろしくお願い申し上げます。 
  ２．市長あいさつ 

市長 
 皆様、こんにちは。市長の田中暄二でございます。本日、第３回久喜市

男女共同参画審議会開催のご案内を申し上げましたところ、委員の皆様に

おかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございま

す。 

ただいま皆様には、審議会委員として委嘱をさせていただきました。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、「久喜市男女共同参画行動計画 第１次 女（ひと）と男（ひと）

ともに輝く共生プラン」は、平成２４年３月に合併前の１市３町の男女  

共同参画の計画を反映させながら策定いたしまして、女性の悩み相談事業、

あるいは男女共同参画の意識を向上するための啓発活動などに積極的に 

取り組んでまいりました。 

この行動計画の計画期間が平成２９年度をもって満了するため、現行の

計画内容を検証しつつ、引き続き男女共同参画を推進する施策を推進する
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ため、委員の皆様からの様々なご意見を頂戴しながら、久喜市男女共同  

参画行動計画（第２次）を策定する必要がございます。 

また、国におきましては、平成２７年８月に「女性の職業生活における

活躍推進に関する法律（女性活躍推進法）」が成立しております。 

女性活躍推進法では、従業員３０１人以上の事業所等は、自社の女性の

活躍に関する情報について公表することが義務付けられまして、職業生活

と家庭生活との両立を図るために必要な環境整備や、女性の意思に基づい

た多様な働き方ができるような幅広い取り組みが求められております。 

一方、埼玉県においては、仕事と子育て等の両立を支援するための多様

な働き方を実践している企業や、女性がいきいきと働き続けられる環境 

づくり等を行っている企業等を「多様な働き方実践企業」に認定しており

ます。 

久喜市役所は、その認定制度により、出産した女性が現に働き続けて  

いる企業や女性管理職が活躍している企業など一定の条件を満たしている

と認められたため、最上級ランクとなる「プラチナプラス」の認定を受け

ております。 

男女共同参画社会の実現は、当然のことながら行政だけでできるもので

はなく、市民や事業者の皆様との協働により、成し得るものと考えており

ます。今後、委員の皆様には、男女共同参画社会実現のため、お力添えを

賜りますことを改めてお願い申し上げる次第でございます。 

さて、１点だけご報告させていただきますと、昨年３月に第１回久喜  

マラソンを開催しました。大変好評でございまして、本年につきましても

引き続いて第２回久喜マラソンを３月１９日 日曜日に実施予定でござい

ます。市民マラソンで有名な川内優輝選手も参加をしていただける予定に

なっています。久喜高校の事務職員として勤務されながら、活躍している

方です。昨年１２月の福岡国際マラソンで男子１位になりましたので、  

今年の８月１３日にロンドンで開催される世界陸上への出場を期待する 

ところでございます。また、ゲストランナーとして川内選手のほか、資生

堂様など実業団からもおいでいただく予定でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。当日ランナーとして参加される方も、沿道で応援  

くださる方も、どうぞ３月１９日よろしくお願い申し上げます。 

それでは本日の審議会、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ありがとうございました。 
  ３．会長・副会長の選出について 

事務局  続きまして、次第３「会長、副会長の選出」に入らせていただきます。 

本日は、改選後、初めての会議でございますので、議長となります会長

が選出されていません。従いまして、会長が決まるまでの間、田中市長に

仮議長についていただき、会議を進めていきたいと存じます。 

田中市長よろしくお願いいたします。 
仮議長 
（市長）  それでは、会長、副会長が選出されるまで、しばらくの間、私が議長を

務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 
 この男女共同参画審議会には、「男女共同参画を推進する条例」第２０条

第５項の規定によりまして、会長並びに副会長それぞれ１人置くことに 

なっております。その選出には、委員の互選によってこれを定めることに

なっております。 

それでは、まず会長の選出ですが、どなたかご推薦、ご意見はござい  

ますでしょうか。 
倉持委員  発言させていただきます。何人か新しい方もいらっしゃいまして、抱負
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もおありになろうかと思います。まずは、新しい方のご意見もお聞きした

いし、または、ご自分から手をあげてやってみたいとおっしゃる方がいた

ら、そういう方を優先にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

仮議長 
（市長） 

 いかがですか。 

倉持委員  引き続きよろしいでしょうか。 

もしご意見がないようでしたら、私はずっと会長をお願いしている榎本

委員さんに、また、引き続き会長をお願いしたいと思っております。 

その理由として、榎本委員さんは非常にみんなの話をとてもよく聞いて

くださる方で、この審議会の成果があがっていると感じています。そう  

いう意味で是非お願いできればと思っております。 

仮議長 
（市長）  ただいま、倉持委員さんから、会長には榎本委員さんが適当とのご発言

がございました。他にございますでしょうか。 

 他にないようでございます。それでは、会長には榎本委員さんと決定  

して、よろしいでしょうか。 

 拍手 
仮議長 
（市長）  それでは、ただ今ご本人のご了解をいただきましたので、会長には、  

榎本恭子委員さんと決定とさせていただきます。どうぞよろしくお願い 

いたします。 

続いて、副会長の選出でございます。同様に、どなたかご推薦、あるい

はご意見ございましたらお願いいたします。 
稲葉敏夫委員  推薦でよろしいでしょうか。 

 やはり会長と同じように、長く委員をご経験されていて、いつもきちっ

としたご意見をされている倉持委員さんを推薦いたします。 

仮議長 
（市長） 

 他にご意見はございますか。 

倉持委員  ご推薦いただいて大変光栄です。副会長につきましては、会長さんが  

一緒にやりやすい人、または、バランス的に男性の方という考え方もあり

ます。そのようなバランスも考えて、会長さんに決めていただいた方が  

私は良いと思いますが、いかがでしょうか。 

榎本委員  倉持委員さんの、会長・副会長は男女でやるという、ご意見に賛同させ

ていただきたいと思います。 

仮議長 
（市長） 

 よろしいでしょうか。 

どうぞ、ご推薦お願いします。 

榎本会長 この度、男性が４人いらっしゃいます。石田委員さんは欠席ですので、

吉野委員さんか、稲葉敏夫委員さんか、貞方委員さんになります。 

では、稲葉敏夫委員さん、いかがでしょうか。 

仮議長 
（市長）  ただいま、榎本会長さんから、副会長には稲葉敏夫委員さんとの、   

ご推薦の提案がございました。 

よろしいでしょうか。 
  拍手 

仮議長 
（市長）  それでは、ただ今ご本人のご了解をいただきましたので、副会長には、

稲葉敏夫委員さんと決定とさせていただきます。どうぞよろしくお願い 

申し上げます。 
稲葉副会長  よろしくお願いいたします。 

 （一同拍手） 
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仮議長 
（市長）  皆様方にご協力をいただきまして、会長・副会長を選出することができ

ました。 

ありがとうございました。それでは私は、これをもちまして、議長の任

を解かせていただきます。 
事務局 ありがとうございました。 

  会長・副会長あいさつ 
事務局  それでは、会長、副会長が決まりましたので、ここで榎本恭子会長と  

稲葉敏夫副会長から一言ずつ就任のご挨拶をお願いいたします。 

 まず、榎本会長から就任のご挨拶をよろしくお願いいたします。 

  榎本会長 お世話になります。この度会長をお引き受けすることになりました榎本

恭子でございます。よろしくお願いいたします。 

今日自己紹介を伺いまして、私自身は、だんだん年をとってきまして、

新しい動きにちょっとだけ鈍くなってきているのではないかと心配してい

ます。けれども、この顔ぶれならば、皆さんの力を頼りにすれば何とか  

いけるのではないかという実感を持っているところでございます。 

そして、今回の審議会ではプランを作るという大事な役割が諮問される

ことになっておりまして、昨年よりも、もっと皆様を頼りにしなければ  

ならない状況が生まれてくると認識しております。そして、私は、今も  

皆様を頼りにしたいと申しましたのは、必ず皆様のご意見を伺わせていた

だいて進めるという事をお約束したいと思っております。 

そして先も言いましたが、いろんなことが、ゆっくりになってきている

ので、若い稲葉副会長さんが助けてくださることに期待をしております。 

皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

  事務局  ありがとうございました。 

 続きまして、稲葉敏夫副会長よろしくお願いいたします。 

  稲葉副会長 若い６０代でございます。よろしくお願いいたします。 

先ほど申し上げましたが、私はこの審議会が５年目になります。初年度

は、審議会への参加は初めての経験だったのですけど、ほとんど事務局  

からご提案をいただき、質問があがるくらいであまり活発ではありません

でした。ところが、昨年の審議会は非常に活発で、事務局が困るくらいで

した。「ああしたら良いのではないか」、「こうしたら良いのではないか」、

「現場で推進してくださる方に伝えてください」とか非常に活発で良い 

審議会だと思います。是非、さらに活発にして男女共同参画が更に進む  

よう、２年間皆さんと頑張っていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

  事務局  ありがとうございました。 

  ４．諮問 

   諮問書の手交 

事務局  ここで、田中市長から久喜市男女共同参画審議会榎本会長に、諮問を  

行いたいと思います。 

前の方にお進みいただいてよろしいでしょうか。 
市長 久喜市男女共同参画審議会会長様。 

久喜市長田中暄二。 

久喜市男女共同参画行動計画（第２次）について（諮問） 

久喜市男女参画を推進する条例行動計画審議会条例（平成２２年条例 

第２５０号）第９条第２項の規定に基づき、久喜市男女共同参画行動計画

（第２次）について、貴審議会の意見を求めます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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榎本会長 かしこまりました。 

事務局  ありがとうございました。誠に恐縮でございますが、市長は公務がござ

いますので、ここで退席させていただきます。 

  市長退席 

事務局  それでは、ただいまから諮問書の写しを皆様にお配りいたします。 

席の移動もよろしくお願いいたします。 

  諮問書写し配布 

  ５．議題 
事務局  それでは議題に入るわけでございますが、その前に配布資料の確認を 

させていただきます。 

 

・平成２８年度第３回久喜市男女共同参画審議会 次第 

・資料１ 久喜市男女共同参画審議会委員名簿 

・資料２ 久喜市男女共同参画行動計画の策定とスケジュールについて 

・資料３ 男女共同参画に関する市民意識調査概要 

・資料４ 久喜市男女共同参画を推進する条例及び施行規則 

・資料５久喜市男女共同参画行動計画(第１次) 

女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プラン(概要版) 

 

以上、次第を含めまして６点でございます。お手元にございますでしょ

うか。 

 それでは、これより、「久喜市男女共同参画を推進する条例」第２１条の

規定によりまして、榎本会長に議長として議事を進めていただきたいと 

存じます。それでは会長、よろしくお願い申し上げます。 

榎本会長  それではしばらくの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議事が

進行しますよう、皆様方の特段のご協力をお願いいたします。 
 まず、初めに会議録の作成及び審議会の運営などについて、事務局から

ご説明をお願いいたします。 
事務局  事務局からは、３点ほどご案内とご検討いただきたいことがございます

ので、よろしくお願いいたします。 

１点目は、会議録の作成と会議録の署名について。２点目は、「久喜市  

男女共同参画を推進する条例」について。３点目は、部会の設置について

です。 

 まず、１点目の会議録の作成についてご説明いたします。「審議会等の 

公開に関する条例」によりまして、審議会等につきましては、会議録を  

作成し、会議開催後、概ね１ヶ月を目安にホームページ等で公開すること

となっております。 

本市における審議会等の会議の公開にかかる基本的な考え方といたしま

して、全文記録方式、もしくは、できる限り全文記録に近いかたちで作成

することを原則としております。事務局案といたしましては、市の基本的

な考えにあわせまして、全文記録方式またはそれに近いかたちでの会議録

作成を提案したいと思います。 

会議録については、事務局において作成し、出来次第、委員の皆様に  

送付させていただきまして、ご確認をしていただく予定でおります。 

また、会議録への署名をいただく２名の委員の方につきましては、５０

音順となっております、委員名簿順にお願いしたいと思います。 

説明は以上でございます。 
榎本会長  ありがとうございました。ただいま、事務局から会議録の作成と会議録
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に署名する委員について説明がありました。 

初めての方もおられますので今の内容について確認します。会議を全部  

録音して、事務局が会議録を作成し、各委員さんにお配りします。１ヶ月

を目途にホームページ等に公表されるので、会議録を確認して間違いの 

ある方は、早く事務局に訂正を依頼する形をとりたいと言うお話でした。

よろしいでしょうか。 

それから、署名人欄については、名簿の順番に２名ずつお願いしたいと

いう説明でした。皆様よろしいでしょうか。 

本日は石田委員さんと中村委員がお休みです。従いまして、最初の署名

人は新井委員さん。もう一人の署名人はどうなりますか。 
事務局  もし石田委員がこの後お見えになれば、石田委員になります。 

お見えにならなければ稲葉澄子委員になります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

事務局  続いて２点目の「久喜市男女共同参画を推進する条例」についてご説明

いたします。お手元に配布してあります資料４「久喜市男女共同参画を  

推進する条例」をご覧ください。 

久喜市では、この条例に基づきまして男女共同参画の推進に努めており

ます。後ほどご一読いただきますようお願いいたします。ここでは、特に

男女共同参画審議会に関連する、条例の第１８条から第２１条について 

ご説明いたします。 

資料４の６ページをご覧ください。条例第１８条には「審議会の設置に

ついて」、第１９条には「審議会の所掌事項について」、第２０条には   

「審議会委員の組織等について」の条文がございます。男女共同参画審議

会は、これらの条文に基づいて設置運営されております。 

また、条例第２１条には「会議についての規定」がございます。第２１

条第２項には「審議会の会議は委員の過半数の出席がなければ開くことが

できない」と定められております。 

条例第１８条から第２１条までの男女共同参画審議会に関連した条文に

ついての説明は以上でございます。 
榎本会長  ありがとうございました。 

皆様いかがだったでしょうか。稲葉澄子委員さん大丈夫ですか。 
稲葉澄子委員 はい。大丈夫です。 
榎本会長 はい。ありがとうございました。 

それでは、次の説明をお願いします。 

事務局  続きまして、３点目といたしまして、条例第２２条「部会の設置」に   

ついてご検討いただきたいと存じます。条例第１６条第１項及び第２項に

おきまして、「市長は行動計画の実施又は男女共同参画を推進することに 

影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を

受けた場合は、適切な措置を講ずるよう努める」こととなっております。  

さらに必要であれば、市長は審議会に対して意見を聞くことができるもの

となっています。 

もし、苦情などがあり、このことについて市長が審議会に意見を求めた

場合、審議会では条例第２２条により部会を置いて調査できることになっ

ております。「部会は部会員で組織し、部会員が委員を兼ね、さらに部会の

組織は、会長が審議会に諮って定める」と規定されています。部会の設置

は「置くことができる」という規定ですので、部会を置かないことも可能

です。従いまして、苦情処理についての調査のための審査を、部会を設置

して行うか、または部会を設置しないで全審議会委員をもって行うかとい



7 

 

うことについてご検討いただきたいと思います。部会を設置する場合には、

部会員の人数、部会員の選出、部会長および部会長代理を決めていただく

ことになります。 

参考に申し上げますと、これまでの審議会におきましては、部会を設置

しないで審議会の委員さん全員で調査に当たるという決定がなされてきま

した。 

また、合併以前及び条例を施行してから本日まで市の男女共同参画の 

推進に関する苦情等についての申出はございませんでした。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
榎本会長  ありがとうございました。 

市民から男女共同参画の施策について苦情があり、中でも審議会に諮り

たいという申出があった場合には、部会を設けてその審査にあたるという

項目が条例にあるということです。今まで申出はなかったということです

が、部会の設置についてご意見を賜りたいと思います。 

部会を置かないということでよろしいでしょうか。 
 （賛同の声） 

榎本会長 部会を置かないことに決定させていただきます。苦情がありましたとき

には、委員全員で調査にあたるということでよろしいでしょうか。 

 （賛同の声） 

榎本会長 ありがとうございました。 

  議題（１）久喜市男女共同参画行動計画（第２次）とスケジュールについて  
榎本会長  次第に戻りまして、議題（１）久喜市男女共同参画行動計画（第２次）

の策定とスケジュールについて事務局より説明をお願いします。 
事務局  それでは、議題（１）久喜市男女共同参画行動計画(第２次)とスケジュ

ールについて、ご説明させていただきたいと思います。 

まず、先ほど市長より会長のほうに、第２次行動計画を策定するにあた

り諮問書を提出させていただいたところでございます。 

お手元の資料２をご覧ください。まず始めに、「１ 策定の趣旨」でござ

いますが、「男女共同参画社会基本法」第１４条では、「市町村は計画を策

定するよう努めなければならない」という努力義務が定められているとこ

ろでございます。 

また、「男女共同参画社会基本法」第９条では、地方公共団体の責務と  

して、「地方公共団体は基本理念にのっとり男女共同参画社会の形成の促進

に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の 

特性に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する」となっております。 

資料４の４ページ「久喜市男女共同参画を推進する条例」第９条の規定

にも、「男女共同参画行動計画を策定する」と定められております。 

この条例に基づきまして、久喜市では、平成２４年３月に「久喜市男女

共同参画行動計画(第１次)」を策定いたしましたが、この計画が平成２９

年度で満了となりますことから、これまでの成果を踏まえるとともに、  

社会情勢の変化による新たな課題に対応するため、平成３０年度から始ま

る第２次行動計画を策定していきたいと考えております。 

次に、行動計画の策定にあたり、資料２の「２ 基本的な考え方」   

「３ 位置づけ」について説明します。 

「２ 基本的な考え方」といたしましては、「（1）地域の実態を把握」  

していく必要があります。基礎資料を収集分析し、その中から課題を把握

するということになろうかと思います。後ほどご説明させていただきます

が、基礎資料として、平成２８年１１月２９日から１２月１４日の期間に、  
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男女共同参画に関する市民意識調査を実施したところでございます。 

次に、「（2）計画の位置づけを確認」して、計画を策定していくことに  

なります。この計画は、久喜市独自の計画ではございますが、国や県、   

それぞれの計画を参考にし、考慮していくほか、市のいろいろな他の計画

との整合性を図った計画とするものです。その他、男女共同参画を取り巻

く色々な法律、例えば平成２７年８月に制定された「女性の職業生活に  

おける活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」などの法律等も含めた

内容と、その他の社会情勢の変化にも対応した計画として位置づけていく

ことでご審議いただきたいと思います。 

また、「（3）計画に盛り込む内容の検討」を行います。「久喜市男女共同

参画を推進する条例」に即した計画とするため、計画策定にあたっては、

条例第３条に示されております基本理念を踏まえる必要があります。 

これまでの計画では、７つの基本理念を設定しました。これらにつきま

しては、資料５「久喜市男女共同参画行動計画（第１次）概要版」の最後

のページに記載されておりますのでご覧ください。同じページには、７つ

の基本理念の下に重点的施策が記載してあります。これは、計画を推進す

るにあたり、計画体系の中で課題を解決するために重点的に取り組むべき

施策として４項目を設定しております。また、概要版をご覧いただきます

と、計画における施策体系の柱となる基本目標１から基本目標６が記載 

されております。 

この基本理念と基本目標を基に、男女を取りまく法律及び社会情勢の 

変化にも対応した第２次行動計画を策定していく形になるかと思います。 

今後といたしましては、第２次計画の【体系】【重点目標】【目標値の   

設定】【施策の内容】について、現行の計画を継承しつつ、本市の考え方や、

これまでの流れを踏まえながら、社会の変化と照らし合わせて、内容を  

検討していただき、ご意見をいただきたいと思います。 

続きまして「３ 位置付け」は、男女共同参画を取り巻く法律等の視点

からの計画の位置付けを示したものでございます。「（1）久喜市男女共同参

画を推進する条例」「(2)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律(ＤＶ防止法)」「（3）女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律(女性活躍推進法)」の３つの法律等を考えております。 

続いて「４ 計画期間」は、久喜市総合振興計画の基本計画（後期）の

最終年度とあわせて平成３４年度までの５年間と考えております。 

行動計画についての考え方は以上となります。 

榎本会長  第２次計画の策定について、私達審議会委員はどのようなことをするの

かについてご説明をいただきました。 

第１次行動計画は平成２９年度までとなっています。第１次の最終年度

である平成２９年度中に、平成３０年度から平成３４年度までの５ヶ年の

計画を作るということでしたね。計画を作るための基本的な考え方は、 

「久喜市民の男女共同参画意識調査の結果から、市民の考え、意見、動向

を参考にする」、「国や県などの計画も参考にする」ということですね。  

そして、現行の第１次計画は、基本目標が６つ、その下に重点施策がある

という形式です。 

今のところで、ご質問、ご意見があれば伺いたいと思います。 

倉持委員  質問ではなく、提案になります。 

委嘱書を今日交付され、新しい審議会のメンバーで第２次計画の検討を

始めるにあたり、第１次計画のことを思い出しておりました。第１次計画

の策定は、合併して新しくできた審議会がスタートしたときに始めました。
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その時は、第２回審議会の冒頭に学習会が開催されました。限られた時間

ですので何から何まで学習するというのは難しいのですけれども、当時の

審議会の皆さんは、率直な意見や感想などを出しあっていました。今まで

の流れであったり、どのような行動計画がよいのかであったり、計画の  

方向性について、皆さんの意思の疎通を図りながら考える時間を持てれば

と思います。 
榎本会長  第１次計画のときに学習会をしたのですか。 

倉持委員  第１次計画を策定した時の資料を読み返していたのですけれども。平成

２２年度第２回審議会が平成２３年２月に開催されたのですが、その時に

学習会がありまして、その後第１次計画の検討に入ったという記録があり

ました。学習会を開催することができなくても、第２次計画を決めるにあ

たっては、皆さんで話し合って方向性を決められればと思います。 
榎本会長  皆さんいかがですが。私も非常に大事なことだと思います。 

倉持委員  事務局の方で、学習会を開催することは時間的に難しいということもあ

るかもしれませんけれども。このことはやはり会長さんから皆さんの意見

を伺っていただければと思います。 

榎本会長 そうですよね。 

皆さんいかがですか。学習会を持ちたいと思いますか。 

例えば、第１次計画については、この資料だけでなくもう少し詳しく  

教えてほしいですね。 

稲葉澄子委員  資料を見ただけでは難しいところがありますよね。第２次計画を策定 

するので、前の第１次計画を策定した経過も概ね知っておいた方がやりや

すいかなと思います。そうでないと、私達は雲を掴むみたいな感じで把握

しにくいですからね。 

榎本会長  それに国や県の計画についても、ちょっと教わりたいと思いますよね。 

倉持委員 事務局の説明の中にも国や社会の流れが変わっているとありましたが、

国や社会でどういう変化があるのか、皆さんで共有していったら良いもの

ができるのではないかと思います。皆さん変化についてはご存知かと思い

ますけれども。 

榎本会長 内容がたくさんになってしまうのですが、市の条例も新しい委員の皆さ

んは始めてご覧になったかもしれません。久喜市の条例のあらましや、  

位置付けにありますＤＶ防止法、女性活躍推進法についても学習課題と 

させていただいてもよろしいでしょうか。 

事務局いかがでしょうか。学習会を開催するよう進めていただけますか。 

事務局  はい。わかりました。 
榎本会長 計画策定のスケジュールとは別になりますか。一緒になりますか。 

稲葉副会長  年度内に学習会を１回ということでしょうか。皆さんお忙しいとも思い

ます。 
榎本会長 あるいは、学習会を今後の審議会の日程に入れ込めるかもしれませんね。

平成２８年度第４回審議会や平成２９年度第１回審議会に入れ込むとか 

工夫をしてもらえれば。 

私達委員の負担が最小になるように日程を設定していただき、実りの 

ある内容で、次の計画に向けて大事なことを学ばせていただくという事で

よろしいでしょうか。 

事務局 かしこまりました。 

学習会については、県等に話を伺い確認させていただきたいと思います。

開催の方向で話を進めて、決まりましたら改めてご連絡をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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稲葉副会長 学習会を開催するのであれば、更に追加したいことがあります。法律と

か国や県の計画の状況については、会長が今お話しされたとおりです。 

それ以外のこととして、新しく委員になられた方には、資料５「久喜市

男女共同参画行動計画（第１次）概要版」だけではお分かりにならないと  

思います。皆さんは緑色の冊子「久喜市男女共同参画行動計画（第１次）」

をお持ちですか。 

審議会では、この冊子に記載されている各施策について、年度ごとに  

たてられた実施計画と、その進捗状況について審議しています。平成２８

年度実施計画は平成２８年度第２回審議会の時に審議されまして、平成 

２９年度第１回審議会の時に、その進捗状況が審議されるのですね。 

その前に、平成２７年度や平成２８年度上半期の実施計画の状況でも 

結構ですので、今までやってきたことや、直近の進捗状況について現状  

認識してはどうでしょうか。委員の皆さんは、その現状認識から計画策定

に向かって進めていく必要があると思います。 

そのあたりも学習内容として検討いただきたいですね。 

事務局 分かりました。 

榎本会長 是非とも、今、皆さんがおっしゃってくださった「基礎的なものを学び

たい」という気持ちを汲んでいただけたらと思います。 

他にありますか。次に進めてよろしいでしょうか。 

では、スケジュールについて説明をお願いします。 

事務局 続きまして、今後の策定スケジュール案について、ご説明させていただ

きます。資料２の裏面をご覧ください。 

先ほどお話させていただきました「２ 基本的な考え方」について、  

今後、委員の皆様からご意見をいただくことになります。計画策定にあた

りまして、最終的には答申をいただくことになりますが、それまでの策定

スケジュール案を示させていただいております。 

まず、平成２８年度の審議会についてです。本日、第３回審議会におい

て、計画策定について諮問させていただきました。来月３月には、第４回

審議会を開催する予定となっております。 

次に、平成２９年度の審議会についてです。平成２９年５月に第１回  

審議会、８月に第２回審議会、１１月に第３回審議会、年を明けまして  

平成３０年１月に第４回審議会を開催し、答申案を最終審議するという形

でまとめていく日程で考えております。 

また、計画の素案がまとめられた時点で、市民の皆様からご意見をいた

だく機会として、パブリックコメントの実施を考えております。実施時期

といたしましては、平成２９年８月から１０月までの期間の中で実施でき

ればと考えております。 

パブリックコメントの実施後、市民の皆様からの意見を反映した最終の

答申案をまとめ、第４回審議会での答申案の最終審議を経て、市長へ答申

するという流れで考えております。 

その後、市では審議会の答申を受け、平成３０年２月までに計画を決定

しまして、３月には計画を市民の皆様、事業者の皆様等に周知させていた

だきたいと考えております。 

計画の決定まで約１年となりますが、この期間にご審議をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 
榎本会長  ありがとうございます。 

計画策定時の審議会は、開催回数も多くて、大変であるということが、



11 

 

私自身実感しています。 

先ほどの説明にパブリックコメントの実施とありましたが、皆さんは 

パブリックコメントをご覧になった覚えがありますか。これは広報紙に 

掲載されますか。 
事務局 意見募集を行うことについて広報紙に掲載する予定です。 

榎本会長 ここのところ、割にパブリックコメントがこなかったのがあります。昔、

合併前の久喜地区では、条例の策定のときだったでしょうか、パブリック

コメントを実施したり、市民に説明会をしたりして、市民からも随分意見

がでたものでした。なるだけ市民の意見があがってくるような形で出来る

といいですね。広報に掲載して、意見を募集するという形でよろしいで  

しょうか。 

事務局 広報紙には計画(案)の概要、どのような方法で計画(案)を閲覧できるか

を掲載します。 

市役所の本庁・支所の１階や公共施設にある市民参加コーナーに、計画

(案)を置かせていただきます。また、市のホームページにも掲載されます。 

榎本会長  何かスケジュールについてご質問ありますか。 

稲葉副会長  平成２９年５月の第１回審議会では、平成２８年度実施計画の進捗状況

について審議して、審議会の委員が意見を申し上げます。平成２９年度の

実施計画について審議するのは、平成２９年８月の第２回審議会です。  

８月の時点では平成２９年度の実施計画までしか我々審議会委員は分かり

ません。平成２９年度に各課が行った推進状況の最終結果が分かった上で、

第２次計画の判断材料としたいと思います。この案では、平成２８年度の

推進状況で計画を作るということになっています。 

いかがでしょうか。 

榎本会長  平成２９年度の審議会では、役割が２つ課せられています。 

通常の審議会は、「前年度の実施計画が計画通りに行われたかどうか審議

する」「今年度の実施計画はどういう計画でやるのか審議する」ということ

が主な議題です。それに加えて、平成２９年度は平成３０年度からの   

第２次行動計画を作るという役割が私達にあるということですよね。 

事務局 はい。その通りです。 

榎本会長  結構大変ですよね。 
稲葉副会長  はい、それは私も認識しております。私が申し上げたいのは、平成２８

年度実施計画の推進状況だけではなく、平成３０年度からの計画を策定 

する上で「最新の情報」が審議会の皆さんに必要になるということです。

この「最新の情報」というのは、県の状況や、市民の皆さんからの要望も

あります。今まで、市行政が１年間一生懸命推進してきた結果を推進状況

としていただいていました。平成２９年度の途中経過でもよいから、計画

を策定するために、私達は最新の市の推進状況が知りたいという意見なん

です。 

榎本会長  ８月では遅いということでしょうか。 

稲葉副会長  ８月は平成２９年度実施計画について審議するという予定になっていま

す。平成２９年度に立てた計画について、これだけ推進したという結果を

基に、５ヶ年に渡る第２次計画を作ろうとなるわけです。今のスケジュー

ルでは、平成２８年度実施計画の推進状況に基づいて私達は計画を作らな

ければならないわけです。平成２９年度の推進状況を知ることは出来るか

ですかということです。 

榎本会長  吉野委員は、どうお考えですか。 

吉野委員  スケジュール的に平成２９年度の推進状況をどこまで反映出来るかと 



12 

 

いうことだと思います。稲葉副会長さんは、「まさに平成２９年度に行われ

ている施策の結果がまったく反映されない。レビューもされない。」という

事をおっしゃっています。平成２９年度に実施した施策の、最新の進捗  

状況を我々委員が知ることによって、少しでも次の２次計画に反映できれ

ばということだと思います。 

榎本会長  分かりました。 

事務局いかがですか。 

事務局 どこまで反映できかるかが分かりませんが、できる限り考えていきたい

と思っております。 
稲葉副会長  ５月の平成２９年第１回審議会で、我々委員は、平成２８年度実施計画

の推進状況について審議します。審議の結果の中でも、重要なポイントや、

大きな課題を残したものについては、途中経過でもよいので、指摘に対し

てこれだけ進捗したという報告をいただけたらよいと思います。 

榎本会長  何らかの形で最大限に努力していただいて教えてほしいということです

ね。 

倉持委員  よろしいでしょうか。 

今までのお話は本当に大事なことだと思うのですけども。私は、第１次

計画策定後の、平成２８年度までの経過や社会の変化を参考にしたらどう

かと思っていたものです。この期間に、どういう課題があって、課題に対

してどのように解決したか、解決できなかったか、そういうことに基づい

て第２次計画を策定すれば良いのではないかと、私は個人的に思ってます。 

榎本会長  そうですね。事務局には努力をしていただきたいという事でまとめさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

事務局  本日提示した資料もスケジュール案ですので、具体的なスケジュールが

決まりましたら、平成２９年度早々にでも提示させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

榎本会長  実施計画についての審議は、例年８月頃でしたか。 
事務局  昨年は７月の審議会で審議しました。 

榎本会長  審議会は少し早めにされた方がよいかと思います。 

 過去の審議会では、実施計画について審議する時期を段々早めていただ

くようになったという記憶があります。 

他にありますか。 

貞方委員  平成２８年度実施計画の進捗状況報告についてです。 

緑色の冊子「久喜市男女共同参画行動計画（第１次）」を拝見すると、  

具体的取組が、基本目標Ⅰの課題１から基本目標Ⅵの課題３まで、施策  

ごとに５桁の数字が割り当てられています。施策の数はまだ数えていない

のですが、おそらく１００くらいあるでしょう。個々の施策がどうなった

かということが、平成２８年度の進捗状況の中に載ってくる訳ですね。  

第１次計画の具体的取組が現状それぞれどうなっているか分からないと、

次の第２次計画ではどうしたらよいのか分からないと思います。計画の 

具体的取組を作るだけでも大変だと思うのですけれど、それもご配慮いた

だければと思います。 

倉持委員  行動計画の進捗状況の結果を見ていただければ、分かると思います。  

まさに今貞方委員さんのおっしゃったような資料を、私ども、前からの  

委員は拝見させていただいておりましたので。 
榎本会長  資料は結構見にくいし、すごく難しいです。事前に配布される資料を  

一生懸命家で見て、意見を持って審議会に臨むのですけど、なかなかあの

形式はちょっと難しいですよね。資料を読むことは必要な事ですけど、  
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資料について何か工夫がないかなといつも思ってました。 

他に意見はよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。改めて詳しいスケジュールを示していただけ

るということなので、よろしくお願いします。 

事務局  はい。よろしくお願いいたします。 

榎本会長  それでは、続きまして、議題（２）市民意識調査について、事務局より

説明願います。 
事務局  資料３の「男女共同参画に関する市民意識調査の概要」をご覧下さい。 

 今回の意識調査につきましては、平成２２年９月３０日に公布・施行さ

れた「久喜市男女共同参画を推進する条例」に即しまして、男女共同参画

に係る市の基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成２４年 

３月に「久喜市男女共同参画行動計画（第１次） 女（ひと）と男（ひと）

ともに輝く共生プラン」を策定いたしました。この計画の期間は、平成  

２４年度から平成２９年度までの６年間となっております。先ほどご説明

がありましたとおり、平成３０年度より「久喜市男女共同参画行動計画 

（第２次）」を策定する予定となっております。 

 第２次計画の策定にあたり、男女共同参画に関する久喜市の現状を把握

し、久喜市の今後の取り組みを調査研究するための基礎資料とするため、

男女共同参画に関する市民意識調査を実施いたしました。この市民意識 

調査の調査内容につきましては、平成２２年１０月に実施した、前回の  

意識調査の設問をベースに、最新の社会動向、女性の健康支援・女性の  

活躍推進・学校教育などの設問を盛り込んで作成いたしました。  調査対象として、平成２８年８月１日時点で、久喜市に居住する２０歳
以上の男女各１，０００人、総数２，０００人を無作為抽出しております。 

前回の意識調査では、２０歳以上の男女各５００人、総数１，０００人

を対象としていました。現在の合併後久喜市の人口、前回の回収率を鑑み、

今回は総数２，０００人の調査を行いました。 

 調査期間は、平成２８年１１月２９日（火）から１２月１４日（木）   

までとなっておりました。調査方法は、郵送により調査票を配布・回収し

ました。対象者に「ご協力のお願い」と「調査票」「返信用封筒」を発送し

ました。「調査票」に直接回答をご記入いただき、「返信用封筒」でご返送

いただきました。 

資料３の「４ 調査内容」について、ご説明させていただきます。    

３ページ目以降の調査票をご覧いただければと思います。 

調査項目についてですが、問１から問７は「回答者の属性、性別、家族

構成など」を伺っております。次に問８から問１２は「男女平等、男女共

同参画について」伺っています。続きまして、問１３から問１５は「家庭

生活について」の設問です。問１６から問１９は「仕事や職場について」

の設問です。問２０から問２１は「仕事と生活の調和について」の設問  

です。問２２は「地域活動について」の設問です。問２３は「学校教育に

ついての設問」です。問２４から問２６は「配偶者等からの暴力について

の設問」です。問２７から問２８は「久喜市の男女共同参画の推進施策に

ついて」の設問です。 

現在、調査票の回収を行い、集計を行っているところでございます。 

 調査票をお送りした２，０００人中９８３人よりご回答がありました。

回収率は４９．２％になります。 

過去の回収率を申し上げますと、平成１７年５月実施の旧久喜市を対象

とした市民意識調査では回収率３１．６％、前回実施しました平成２２年
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１０月実施の市民意識調査では回収率４４．６％でした。前回の調査と  

比較しますと４．６％上回っております。 

 現在、男女別の回答の内訳についても、現在集計中でございますが、女

性の方がやや回答が多い状況となっております。 

 この意識調査発送後、この調査について質問・意見を、全部で６件いた

だきました。意見としては「女性の活躍推進について」などがございまし

た。 

今回の市民意識調査の報告書につきましては、次回の審議会にて資料 

提出をさせていただく予定でございます。 

以上でございます。 
榎本会長  ありがとうございました。意識調査についてのご説明でしたが、ご感想、

ご意見があれば伺いたいと思います。 
倉持委員  平成２２年の意識調査を参考にして作られたと先ほどおっしゃいました

が、どの程度内容が変わっていますか。同じ設問があれば前回のデータと

ある程度比較できると思い、興味をもちました。 
榎本会長  審議会の時に、このような意識調査を事務局が提示して意見を述べたり

していますか。 
事務局  先に榎本会長からのご質問にお答えします。今回の意識調査に関しては、

前回の久喜市男女共同参画審議会委員の皆様に、意識調査の実施にあたり

まして、設問案を送付させていただきました。委員の皆様から色々な   

ご意見を頂戴し、また役所内の各課からも意見をお伺いした上で修正し、

作成させていただいたものでございます。 
次に、倉持委員からお伺いいたしました、調査項目について、どの程度

内容が変わっているかという質問についてお答えします。 
今回、特に重点となっている項目が、資料３「調査の項目」でいう    

ところの「（３）仕事や職場について」「（４）仕事や生活の調和について」

に関する設問でして、こちらの部分が変わっているところでございます。 
「（３）仕事や職場について」は、設問の番号で申し上げますと、問１８  

「女性の労働支援について」、問１９「仕事と家庭を両立する方法」でござ

います。経緯といたしましては、女性活躍推進法が平成２７年８月から  

施行されておりますことから、現在、久喜市にお住まいの方がどのように

考えているかお伺いするものとして加えたものでございます。 
続きまして、「（４）仕事や生活の調和について」は、問２０と問２１に

なります。こちらにつきましては、「仕事と生活の調和について、現状は  

どのようになっているか」、「その現状に対して理想はどのようになってい

るか」という比較を行うために加えた設問でございます。 
これら以外にも、新しく加わった設問等がございます。「（６）学校教育

について」、設問番号は問２３になりまして、学校教育の場での男女共同 

参画の取組みについて伺う設問でございます。他には、配偶者等からの  

暴力についての設問で、問２６「ドメスティック・バイオレンス等の防止

の取組みとなる施策」についても、市民の方から意見をお伺いしていると

ころでございます。最後に、問２７「性と生殖に関する健康と権利につい

て」として、健康支援に関する意見を把握するために設問を追加させて  

いただいたものでございます。 
変更箇所としましては、そのようなものになりまして、後は細かい文言

等、例えば仮名の読みでありましたり、文字を漢字に置き換えたりという

ことで、統一調整等を行わせていただいているものでございます。 
倉持委員  比較できる項目は、比較できるようにしていただければと思います。 



15 

 

榎本会長  アンケートの回答率が高くなって本当に良かったと思います。この分析

は、人権推進課でなさるのですか、それとも専門家をいれるのですか。 
事務局  人権推進課の方で分析を行う予定でございます。 
榎本会長  データのまとめ方も影響があるかと思いますので、ぜひよろしくお願い

します。 
事務局  集計した上で、データを表だけではなく、グラフの形で表すなどまとめ

させていただきます。先程のお話にも出ましたように、過年度との比較  

検討ができる項目については、比較できるようにまとめることを考えて 

おります。 
榎本会長  他にはいかがですか。よろしいでしょうか。 

 議題は２つでしたが、全体を通してご質問等ありましたら、お伺いした

いと思います。 
新しい委員さんは、いかがでしたか。 

早瀬委員  大変なところに来てしまったなという感じです。とりあえず、家に帰っ

て、全部資料に一通り目を通させていただきます。勉強して自分のものに

して、ある程度把握した段階で学習会に参加させていただければと思いま

す。 
榎本会長 ありがたいです。 
早瀬委員  がんばります。 
榎本会長  貞方委員さん、いかがでしたか。 
貞方委員  私は、つい数年前に「男女共同参画って何なんだろう」と考えていた  

段階です。これから色々勉強させていただいて、何か良い結果を出せれば

よいと思ってるのですけど、すごく難しそうだという気がしてます。 
榎本会長  稲葉委員さん、いかがでしたか。 
稲葉澄子委員  結構中身が細かいので難しいですよね。でも、私も大企業で大勢の職場

の中でやってきましたので、分からないでもないかなという気がしていま

すが、まだちょっと把握しかねてます。また勉強しながら一緒にやらせて

いただきたいと思います。 
榎本会長  今までの委員さんの中で、意見はございますか。 
吉野委員  今回の意識調査は、非常に内容も多岐にわたっておりますので、色々な

ことが見えてくるようになってくると思っています。次回、集計分析され

た結果を非常に興味深く思っております。 
榎本会長  ありがとうございます。新井委員さんはいかがですか。 
新井委員  そうですね。皆さんのご意見を聞きますと、勉強することがいっぱい  

あると感じますね。 
榎本会長  皆さんが、それぞれの背景を持っておられるので、その背景から出てく

るご意見というのを楽しみにしております。次回は期待しております。 
 この審議会が活発に行われて、委員の皆さんにご協力いただければ、  

良い計画に結びつくかと思いますので、よろしくお願いいたします。 
稲葉副会長  事務局にお願いがありまして、審議会の日程です。早めにいつ頃やる  

予定であるか、複数の案をいただいて、極力たくさんの委員が出られる  

ようにしてほしいと思います。それから、出来る限りで結構ですので、  

資料を事前にいただけるように、みんなが少し事前に予習できるように 

お願いします。 
榎本会長  次回の日程は、いつになりますか。 
事務局  ３月２０日前後くらいを予定しております。今、意識調査の集計をして

いる段階ですので、集計の目処が付きましたら、早い段階で連絡をさせて

いただきたいと思います。 
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榎本会長  それでは、事務局お願いします。 
事務局 繰り返しになりますが、次回の会議の開催につきましては、調整がつき

しだい早々に皆様の方にご連絡を差し上げたいと思います。事務局からは

以上でございます。 
  ７.閉会 

事務局  それでは、次第の「７ 閉会のご挨拶」を稲葉副会長よりお願いいたし

ます。 
稲葉副会長  どうも皆様お疲れ様でございました。 

初めてご参加いただいた委員の方は、まだお分かりにならないところも

あるかと思います。この審議会に関する施策は、市が全庁をもって色々と

やってくださっていることですので、資料も大変な量にもなりますし、我々

委員も勉強をして行かなければいけないと思います。それから、ここに  

来て黙って聞いていると、それで終わってしまうこともありますね。他の

審議会も活発でいろいろ意見が出ていることでしょう。この審議会も盛り

上げていただいて、事務局も参加していただき喧々諤々やる位の勢いで、

平成２９年度の審議会では第２次計画を策定できればよいかと思います。 

これから２年間よろしくお願いしたいと思います。 
事務局  ありがとうございました。 

それでは、平成２８年度第２回審議会を終了させていただきます。３月

の平成２８年度第４回審議会の日程につきましては、早めに調整させて 

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 
一同  ありがとうございました。 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 
   平成２９年２月２８日 

  
 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 
  

 


